
 

 

別紙１ 

調達方針の対象となる障害者就労施設等 

 

障害者就労施設等の区分 説     明 

就労継続支援事業所 

（Ａ型、Ｂ型） 

 障害者総合支援法第５条第１４項に規定され、一般企業等で

の就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行う事業所。 

就労移行支援事業所 

 障害者総合支援法第５条第１３項に規定され、一般企業等へ

の就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な支援を行う事業所。 

生活介護事業所 

 障害者総合支援法第５条第７項に規定され、常に介護を必要

とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介助等を行うとともに、

創作活動又は生産活動の機会を提供する事業所。 

 障害者支援施設 

 障害者総合支援法第５条第１１項に規定する障害者支援施

設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限

る。）。 

 地域活動支援センター 
 障害者総合支援法第５条第２７項に規定され、創作的活動又

は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う事業所。 

小規模作業所 

障害者の地域社会における作業活動の場として障害者基本

法第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けてい

る施設。 

 特例子会社 

 障害者雇用促進法に規定する障害者の雇用に特別の配慮を

し、雇用される障害者数や割合が一定の要件を満たすものとし

て厚生労働大臣の認定を受けた会社。 

重度障害者多数雇用事業所 

 障害者雇用促進法に規定する重度身体障害者等を常時労働

者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。 

（要件）ア 障害者の雇用者数が５人以上 

    イ 障害者の割合が従業員の２０％以上 

    ウ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害 

者及び精神障害者の割合が３０％以上 

 在宅就業障害者 
 障害者雇用促進法に規定する自宅等において物品の製造、役

務の提供等の業務を自ら行う障害者。 

 在宅就業支援団体 
障害者雇用促進法に規定する在宅就業障害者に対する支援

を行う団体として厚生労働大臣に申請し登録を受けた法人。 

 


